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問合先　【後期高齢者医療】市高齢・介護室医療給付係
　　　　【国民健康保険】市健康推進課国保係
　　　　【介 護 保 険】市高齢・介護室介護保険係
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　平成２１年８月１日から平成２２年７月３１日までの１年間で、医療保険と介護保険の自己負担額の
合算額が下記の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。合算される範囲は、７月３１日現
在、加入している医療保険の世帯単位で、過去１年間に医療費と介護サービス費の両方を負担した場
合です。
　なお、限度額を超えた額が５００円以下の場合は、支給の対象になりません。

　後期高齢者医療制度または岩見沢市国民健康保険に加入している方で、支給の対象となる被保険
者の方には、後日、申請に関するお知らせを送付しますので、手続きをしてください。
　ただし、平成２１年８月１日から平成２２年７月３１日までの間に、他の市区町村から転入してきた
方や、他の医療保険から後期高齢者医療制度または岩見沢市国民健康保険に移った方は、申請に関す
るお知らせを送付できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
　なお、全国健康保険協会（協会けんぽ）など、他の医療保険に加入している方は、それぞれの医療保
険者へお問い合わせください。

限度額負担区分

１２６万円基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯

３４万円世帯全員が住民税非課税の方

６７万円上記以外の方
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　�後期高齢者医療制度の被保険者、国民健康保険の被保険者（７０歳～７４歳の方）

　�国民健康保険の被保険者（７０歳未満の方）
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医療費の自己負担額（１年分）
同じ医療保険制度に加入している世帯全員に高
額療養費制度を適用した後の自己負担額
※国民健康保険に加入している７０歳未満の方の
自己負担額は、１か所の医療機関で、１か月間
に２１,０００円以上負担したものが対象。

介護保険の自己負担額
（１年分）

高額介護サービス費制度を適用
した後の自己負担額

限度額負担区分

６７万円被保険者証または高齢受給者証の負担割合が「３割」となっている方

３１万円世帯全員が住民税非課税の方（区分Ⅱ）

１９万円
世帯全員が住民税非課税で、下記のいずれかに該当する方（区分Ⅰ）
　�世帯全員に所得がなく、公的年金の受給額が８０万円以下
　�老齢福祉年金を受給している方

５６万円上記以外の方


